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序.教 育の 「公共性」をめぐる意味の争奪戦

現在、 日本の論壇では、様々な分野で 「公共性」の再生をめぐって議論が盛んである。 しか

し、それぞれの論者のいう公共性の内容は様々であり、 この内容規定によって自らが標榜する

政治的立場を表明 している観さえある。 ここではまず、教育改革 との兼ね合いにおいて展開さ

れている 「公共性」議論を筆者なりに整理 し、鳥鰍 しておきたいと思 う。ただし、個々の議論

は微妙なニュアンスの差異を持っ ことか ら、それらを整理することは容易ではなく、 ここに示

すのはほんの目安に過ぎないことを断っておこう。

一方 における主張として、精神的な中軸を失った(日 本の)現 代社会に中心を取 り戻そうと

いう文脈の中で 「公共性」ないしは 「公」の復権を唱える立場がある。その際 しば しば、「国

家」や 「伝統」がその基軸 として念頭におかれてお り、伝統の再発見と国家意識の見直 しなく

して公共性の復権 はないと考えられている。 このような立場か ら語 られる教育に対する態度 も、

単なる復古主義からそうでないものまで論者 によってニュアンスの差はあろうが、概 して日本

における保守主義的教育観は、戦後民主主義教育の リベラリズム(進 歩主義)的 傾向の中に存

在する 「人権尊重」「平等主義」一辺倒の主張に批判的である。アメリカでは、80年 代 に 「危

機に立っ国家」(1981)が 認識されて以来、「教養が国家を救う」(ハ ーシュ;1987)と いう発想

の もと、基礎的教養教育の復権("backtobasics")が 叫ばれ、「文化 リテラシー」 を学校教

育の基本内容とする主張がなされたが、日本の教育改革 もその影響を受けてきた。そこでは総

じてく共通善〉を共同体の中で滋養 し(コ ミュニタリアニズム)、国家的 ・文化的アイデンティ

ティーを志向する教育観が語 られている。

ただ し、 このように80年 代半ば以降台頭 してきた主張は、保守的立場 の伝統や国家への志

向を受け継 ぎながら新たな展開を見せている。 この立場は、あくまで 「小さな政府」を主張 し
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教育への市場原理の導入に積極的であることか ら、新保守主義と呼ばれるのである。彼 らはま

た、国際社会の中で日本が自立 した国家たることをめざして 「自己責任」や 「自律 した個性」

を教育の目標としてあげる。日本の中曽根政権以来の新保守主義の教育改革の理念は、米のレー

ガン、英のサ ッチャー時代の教育改革、そ して米のブッシュ政権下での 『2000年 のアメ リカ

教育の戦略 』(1991)な どの影響(学 校選択制の導入、標準学力テス トの導入、民

間セクターの活用などが主張される)を 受けていく。アメリカの経済学者フリー ドマンの考え

方が、直接的に日本の臨時教育審議会の自由化論に影響を与えたのはよく知 られているところ

である。新保守主義的教育改革の理念が保守主義のそれと異なるのは、共同性よりも個人の自

己決定を、政治的権威よりも経済的自由を志向するところにある。いわゆる 「リバタリアニズ

ム」的要素を多く取 り入れているところにあるだろう。

90年 以降、アメ リカでは、福祉国家や「大きな政府」批判 にとどまらず、「市場は公共的な機

能を有する制度」であり 「市場論それ自体が福祉国家に代わる新 しい公共性を導 く議論として

展開されて」1)き ているという(ex'T.チ ャブ、T.モ ー 『政治・市場・アメ リカの学校』

1990年2))。 日本では1995年 に公表された経済同友会の提言「学校か ら合校へ」3)な どが、最

近の新保守主義的教育改革の構想に当たる。

他方、以前から、社会的平等の実現、弱者救済、福祉国家の歓迎を主唱する従来の 「革新

(進歩)主 義(リ ベラリズム)」的主張があり、自然法的人権の実現によってく公〉を形成 し、

〈公〉によって人権と平等と福祉を保障するという考えを基盤にしていた。 日本では、そこに

戦後民主主義教育の役割を見ようとしている立場がある。

しか し、人権の観念が前提とする自己決定能力への期待 は現実的ではないとし、独立 した

「個」の尊重を見直し、共同体が個人の生 に対 してもっ価値を強調する、 コミュニタリアニズ

ム(Ch.テ イラー、A.マ ッキンタイア、M.ウ ォルッァー等)と いう政治的立場が80年 代

以降に革新主義の流れを更新するものとして も作用 した。 この傾向は、「個人の自由の尊重」

や 「市場主義」を標榜 し18世 紀の自由主義の復活をね らう新保守主義的傾向(リ バタ リアニ

ズム)こ の立場は「リベラル」の捉え方において、従来の りベラリズム(革 新主義)と は、

全 く異なる立場をとっている への批判勢力であるともいえる。そういった傾 向の影響を

受けて、教育 においても、個人と国家の中問に位置する共同体の再生・活性化 によって、「公共

性」の復権求める 「新 しい革新主義」の主張が興 ってきたという(H.ジ ルー、T.セ ルジオ

バニー、J .リ トルetc)。 そしてこれが、特に80年 代以降の教育への無批判 な 「市場原理」

の導入(教 育の 「私事化」)に 反対する流れとなっているわけである。
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近年、 日本で台頭 してきた 「学び合う共同体」としての公共性の活性化論(佐 藤学)も この

流れを受けている。それは、教育学的に見ると、現代教育の打開の道を、今世紀初頭の新教育

運動 と80年 代以降再び活気を帯びてきたオルターナティヴ ・スクール運動の流れを総括 し、

今日の状況にあわせて提示 し直 したものと受 け取れる。そのため、市場主義への警戒心は強い。

佐藤は次のように述べている。「21世紀の学校が、行政の権限を縮小 し多様なネッ トワークで

構成されるのは当然であるとしても、〈学校のス リム化〉論 とく選択の自由〉による市場原理

は、教育問題を解決 しうるのだろうか。〈学校のス リム化〉論 と市場主義の学校は、自由な教

育と引き換えに教育意識の私事化を促進 し、文化の公共性を解体 して民主主義の危機をもた ら

しはしないだろうか。さらには、教育のく平等〉 とく公正〉を破砕 して、教育の機会と質の地

域差と階層差を拡大する結果を招かないだろうか。」4)と 。

さて、以上の概観 したように、教育改革論議によって持ち出される 「公共性」の意味内容は、

政治的方向性 によって様々に規定されている。小玉重夫は、『教育改革 と公共性』(1999年)の

なかで、アメリカの教育改革論議に関 して、「市場モデルと反市場モデルという相対立する教育

改革の構想が、 ともに 『公共性』 という概念によって正当化 されている。 この ことは、今 日の

アメリカの教育改革論議の文脈において、公共性という概念が必ず しも一義的にはとらえ られ

ておらず、むしろ異なる改革構想の聞での争尋あ爵象芝なこそC、る三をを未ナもあぞある」5)

と述べている。 日本においても、戦後幾度かの 「振れ」を繰 り返 してきた教育改革 の歴史の振

り子の振幅の中に 「公共性」概念 も揺れ動いてきたのであり、時代の大 きな転換期に差 し掛かっ

た80年 代以降は、さらに複雑な意味を付与されてきているのである。

このように、教育改革のあり方をめぐる政治的論争において、公共性の内容をめぐるいわば

「意味の争奪戦」が生 じるのは、現代が非常 に先行不透明で不確定的な状況であることか ら、

必然的な面がある。けれども、それはともすれば、正当な政治哲学的議論を逸脱 し、単なるイ

デオロギー闘争に終始するであろう。その場合、教育は政治との正当な関係を失い、イデオロ

ギーの道具へと転落するのである。現代という時代の転換期にく公共性〉の再構築を構想する

には、勝れた意味での政治哲学が必要なことは言うまで もない。そして、それは教育のく公共

性〉の再構築を視野に入れたものでなければな らないであろう。 しか し、政治的立場の正当化

のために、「公共性」概念が半ば恣意的に規定される誘惑が教育改革論議 に付 き纏 うのだとす

れば、それは不幸な事態である。
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1.〈 公〉〈私〉関係の人間学的 ・現象学的次元

したがって、我々は、ただく公〉やく私〉を客観的に対象化 して論ずるのではなく、 まず問

題の本質を確認するたあに、人間学的 ・人間形成論的な視点に照 らして、〈公〉 とく私〉の関
の 　

係性を解明する姿勢が必要だと考える。なぜなら、〈公〉〈私〉関係の在 り方への人間学的洞

察を度外視 して、あるべきく公共性〉の内実を半ば恣意的、実体的に設定 し、そこから教育や

人聞形成の在り方を演繹する思考の道筋が、結局、教育のく公共性〉をめぐる意味の昏迷を生

じさせていると考え られるか らである。

周知のごとく、両者の関係性の歴史的変遷については、H.ア ーレント(1906～1975)やJ.

ハーバマス(1929～)等 の研究が明 らかにしてきている。あまり注目されて こなか ったが、

自らの人間学的関心を20世 紀の教育や人間形成の問題に焦点付けて多 くの功績をな してきた

0.F.ボ ルノウ(1903～1991)が 、H.ア ーレントの考えに共感を寄せており、 このことは、〈

公〉〈私〉関係を教育学的 ・人間形成論的に探究することを目指 している我々にとっては貴重

な窓口となりうるものである。 ここでは、特 にアー レントの歴史的 ・現象学的考察を前提とし

た上で、現代において人間が人間らしく在 る(成 る)こ とへ寄与 しうる人間的世界の在 り方の

探究において、今後、〈公〉〈私〉関係をどのように捉えていったらよいのかにっいて考察 し

たい。政治哲学者アーレントの基礎には現象学的思考法があ り、 同 じよ うにハ イデ ッガー

(1889～1976)に 師事 し、かっ乗 り越えようとした人間学者・教育学者ボルノウの現象学的思考

法と通 じるところが少なくない。けれども、ボルノウのアーレントにっいての記述 は極めて限

定されたものなのである。そこで、本論では、あくまで、ボルノウがアーレントの公共性論に

論及 している箇所を問題探究の窓口として、そこからさらに両者のく公〉〈私〉関係への理解

を対質させることで、現代におけるく公〉〈私〉の関係性への人間学・人間形成論の基本的視

座を確認することにしたい。

さて、従来、人間学的な関心か らく公〉〈私〉問題が論 じられる場合 には、〈公的なるも

の〉 もく私的なるもの〉 も、私たちの生きられた経験の中で経験されている、 ある種の「生 き

られた現実」として空間論的 ・現象学的に把握されることが一般的であった。〈公〉〈私〉問

題が論 じられる以上、そこには人間の生 き方や社会の在 り方に関する何 らかの倫理性が問題に

なっているといえよう。 しか し、その際とりたててく公〉〈私〉問題が、主題となっている理

由は、多 くの場合、その倫理性を空間や場所のイメージにか らあて問題にしているからである。

ある場合には、やや固定的・実体的な領域性として両者は区別されたり、そうではな くとも、

領域間の相対的な関係を表 していたりする。 また、領域性ではなく、人間同士のくっながり〉

一4一



〈公〉〈私〉のダイナミズムに関する人間形成論への序説

のありようの違いとして捉える見方 もある。 しか し、いずれにしても、そのダイナ ミズムの度

合いの差はあるとはいえ、空間や場所のイメージがそこには存在 しているといえる。そして少

なくともその場合、前提になっているのはく公〉の公開性とく私〉の非公開性なのである。

なるほど、その意味では、およそ、どんな時代や文化において も、〈公的なるもの〉 とく私

的なるもの〉の関係のダイナ ミズムが存在 していることは予想される。 もちろん程度や形態の

差異はあるに しても、住居(私 的な場所、隠れ場所)を 持たない民族はないであろうし、人問

関係が完全にオープンで、相手に正直で嘘をっかず、秘め られた内面的世界やプライバ シーを

もたずに生 きている人間は存在 しないと思われるか らである。 したがって、どんな人間の生活

にも 「隠 しておく」必要のあるものがあり、他方には 「公に示す」必要のあるものが存在 して

いる筈である。それに伴 って、「隠 しておく場」と 「公に晒される場」が存在 していると思われ

る。

しか し、 もはや、それを静的(ス タティック)な領域性 として実体化 し、それを考察の前提に

することができないような時代の変動を我々が経験 していることも事実であろう。私たちはニ

ヒリズムが深刻化 した状況を生 きている。っまり伝統的価値が崩壊 し大きな拠り所を失った上、

未曾有の激 しい変化の只中にあって、極めて複雑で不確定的で分裂 した生の深刻な状況をかか

えている。私たちは、複数の自己へと引き裂かれ、その統合 は容易ではなく、生 きる方向性を

しばしば見失ってしまう。その一方で、我々は、世界を近代合理主義の地平に還元 し、画一化

することでその深刻な分裂 した状況を隠蔽 し、市場主義によって肥大化 した物質欲 によってそ

の不安感を麻痺させている。あるいは、閉鎖的集団主義の殻の中に帰属することで、存在不安

を克服 し、アイデンティティーを確保 したと勘違いしている。

さて、このような現代においてく公〉〈私〉関係論が議論の姐上にのぼる歴史的必然性 はど

こにあるのだろうか。現実には、家庭=〈 私〉、社会=〈 公〉という実体論的図式は崩壊 し、

〈公〉 とく私〉は錯綜 し複雑に入 り混 じっているようにも思える。鷲田清一 もいうように、

1990年 から現在 にかけて、地続きに同心円状にひろがる家庭→地域→学校→社会(国 家)→

外国といった 「空間的遠近法」のグラデーション(濃淡)が 急速に崩壊 しているといえる。例え

ば、人々は私室の中のパソコンという小 さな箱を通 して、身体感覚の交差を媒介としないで、

いきなり広大で、未知の他者の集合体 としての社会(世界)に 関係するようになった。ここには、

「最も私的な点で公的なものへめくれ返るというトポロジカルな反転現象」(鷲 田)を みてとる

ことができるのである。従来の教育学や人間形成論 は、上記の「空闇的遠近法」に立脚 してきた

だけに、 このような状況を前にしたとき、〈公〉〈私〉関係の在り様は、新たに問い直れなけ
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ればな らないだろう。例えば、後述するようにアーレントは、現代の大衆化社会の問題をく公

〉の堕落に見、〈公共性〉の復権 こそが現代政治 と学校教育の使命であると考えたのだが、そ

の際アーレントはどのようにく公〉〈私〉の関係の在 り様を捉えているのであろうか。あるい

は、現状においては、アーレントのようなく公〉〈私〉の二元論的捉え方自体に有効性が失わ

れているという見解もありうるだろう。現代の人間形成の在 り方を解明す る際に、〈公〉<私

〉関係を止揚するような新たな地平が必要となるのだろうか。

以上の解明へ向けて様々な展望はもちなが らも、以下ではひとまず、〈公〉〈私〉関係を現

象学的 ・人間学的にとらえたアーレントとボルノウの考え方を比較することによって、基本的

な視座を確認することに主眼をおきたいと思う。

2.ボ ルノウにおけるく公〉〈私〉関係の捉え方

o.F.ボ ルノウは、1972年 に来 日した際、「公共的領域 と私的領域 との間の緊張 における

人聞(DerMenschinderSpannungzwischenoffentlicherundprivaterSphare)」 と

題する講演を行 っている6)。 彼 はその中で、「公的なもの」 と 「私的なもの」 の関係 と人間

の生の構造にっいて次のような命題をあげ、 これを基礎付けることが現代においてますます必

要であることを指摘 している。「人間の生の健全さ、人間の本質の完全な実現 は、人間が、内

部空間と外部空間、家 と家の外部の世界、私的なものと公共的なもの、この二っの領域が同時

に顧慮されることにかかっている」7)と 。すなわち、人間の生の充実 は、公共的領域 と私的

領域との問の緊張 した均衡の上においてはじめて成就 されるというのである。周知のように、

彼は、彼自身の人間学の主要テーマの一つである空間論的視点 っまり、「人間を取り囲み、

人間によって体験され、生活化され、住まわれ住まわれなかった空間を手掛かりとして、こう

した空間の方か ら逆に人間を推論 し、 この空間の仕組みから空間の中で生 きている人間のため

8)に何を引き出 しうるかを問 うてみること」 から
、人間が生活 している具体的空間(「 数

学的空間」ではなく 「体験 されている空間」)を 分析 した。そしてそこに、「より狭い内部空間」

と「より広い外部空間」との同心円的な区分を見出し9)、 それが、「体験されている空間」に根

本的に存在 している本質的特徴であると考えたのである。

前者 は、「人問の居住の空間であり、人間がその中で世界の攻撃から安全 に守 られていると

感 じ、またその中で休息 し、それゆえどこへ出かけていっても必ずそこへ戻 ってくるところの

領域」であり、後者 は 「より広い緊張 した空間」である。が、それは全 く「部外のもの」ではな

く、それより親密 に人間に関わっている領域(「〈戸外〉の空間」)で あるとしている。っまり、

一6一



〈公〉〈私〉のダイナミズムに関する人間形成論への序説

それは 「人間が共同で行為する空間であり、家そのものの中で身内の者 と一緒 に、 しか し他人

とは切り離されて生活 している人聞が、一っの共同の企てのために行動する空間」なのである。

この場合、前者は、後者の 「より広い緊張 した空間」から隔絶 し、切 り離 されたという意味で

「私的なもの(dasPrivate)」 の空聞と呼ばれ、後者の外部空間は、「こうした対立を通 して同

時に、一っの共同の定住地でまた一っの町で共同して行為する空聞として、共同空聞、……ポ

リス的空間という性格を持ったもの」として、「公共性の空聞」と呼ばれているのである。

そしてこの両者が、同時に考慮されることが現代において特に重要だといわれるのは、 この

両者の関係が 「現代においては、禍をな しているほど均衡が失われてしまっている」からであ

る。また、ハイデ ッガーの 「人間は正 しく住むことを学ばねばならない」 という問題提起に則

して言えば、「現代の人間は正 しい仕方で家に住むという能力を失ってしまっている」 か らだ

という。そしてボルノウは、 この 「故郷喪失が人間をまたしても匿名の勢力のたんなる手玉に

している」と警告を発 している。 この 「匿名の勢力」とは、何であろうか。彼はそれを、私的な

家での生活を 「小市民根性の遺物」 とみな し軽蔑する 「全体主義的権力」であると述べている。

ここで彼は、文字通 り、政治的な全体主義的傾向を念頭に置いているというよりは、その温床

となりかねない現代の大衆化 され、画一化 された社会状況を指摘 しているように思われる。

3.大 衆社会におけるく公〉〈私〉関係の消失(ア ーレン ト)

ボルノウは、 この論文で数箇所で、 アー レントの考え方に共鳴しっっ引用している。 したがっ

て、ボルノウが述べた 「匿名の勢力」の内実 に、 アーレントのいう、近代に勃興 し大衆社会の

下で顕著 となったところの 「社会的なものの勃興」 との連関を読み取ることも可能であろう。

アーレントにおいて、近代の 「社会的なるものの勃興」 とは、生命維持という人間の自己保存

に関わる私的な事柄が、公共的関心を支配する事態をさしている。っまり、生命の維持や再生

産に関わる私的領域が、公的領域での活動の手段的な地位(「 一時的な避難場所」)に おかれて

いた古代ギリシャに典型的に見 られる在 り方が、近代 になって根本的に転換 し、生命の自己保

存という単一の利害関心が優勢 となることによって、世界を均質化、画一化を進行させていく

事態をさしているのである。

アーレントにとって、公共性の理想モデルは古代ギ リシャのポ リスであるが、 ここで人々は

アーレントの用語法でいうところの 「言論(speech)」 と「活動(action)」 とい う活

動力によって、自分が何 ものであるか、その正体(who)を 顕わにし、他者に対する固有性・

唯一性を表現するのである。そして この演技の場(劇 場)で ある公的領域において、 はじあて
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人々は生きるための必然性か ら解放され、自由を獲得するのである。 これに対 し、私的領域は、

必然の支配する領域であり、個体としての肉体の維持 と種の存続が最大の関心事 になっている。

彼女のいう 「労働(1abor)」 はこの領域内でなされる肉体の生物学的過程に対応する活動力で

ある。この私的な関心にもとつ く活動力が、近代になって公共性を覆い尽 くし、二っの領域を

解消 し、彼女のいう 「社会(society)」 国家の規模まで拡大された家族 の勃興を許

したのである。アーレントは、 ここに公共性の消失を見ていたのである。

「公的(public)」 という言葉 は、区別されなが ら連関 している二っの現象を内包 している。

「第一にそれは、公共的に現われるあらゆるものは各人によって見 られ,聞 かれうるということ,

したがって,最 も広範な公開性(publicity)を もっているということを意味する。私たちにとっ

ては,現 れ 私たちのみな らず他者によっても見られ,聞 かれるもの が リア リティー

を構成 している。…第二 に 『公共的』 という言葉は,世 界そのものを指 し示 している。それは,

私たちすべてにとって共通のものであり,私 たちがそこに私的に占める場所 とは異なったもの

である。…世界は、人為的なもの,人 間の手によってっ くられたものを表すとともに、人間の

手になる世界に共に生きる者たちの間に生起する事柄も表 している。世界に共 に生 きるという

ことは,ち ょうどテーブルがその周 りに席を占める人々の間にあるよ うに、 物事か らなる世界

がそれを共有する人々の間にあるということを本質的に意味 している。世界 はあらゆるく間>

10)(i
n-between)が そうであるように、人々を関係づけると同時に切 り離すく間〉である。」

後半に述べ られているのは、〈公〉が 「人々を結び付けると同時に人々を分離 させている世

界(theworl(Lrelatesandseparatesmenatthesametime.)」11)を 表わ している面があ

るということである。換言すれば、「世界」としてのく公〉である。ちょうどテーブルが座 って

いる人々を結び付けっっ分離させているように、本来、共同世界は個々人間の距離を保障しっ

つ、人々を結び付けるものである。そこには、「立場の相違やそれに伴う多様なパースペクティ

ヴの相違にもかかわ らず、すべての人がいっ も同一の対象に関わっている」世界がある。 しか

し、大衆化された社会が耐えがたいのは、テーブルに座 っている人数が多すぎることが第一の

理由ではない。「それよりも、人々の介在者であるべき世界が、人々を結集 させ る力を失い、

12)人々を関係させると同時に分離するその力を失
っているという事実 こそその理由」 なのであ

る。テーブルの周 りに集まった多 くの人々の前か ら、突然真中のテーブルが消えてしまったな

ら、お互い向き合 っている人々は、 もはやそれによって分離されていないだけでなく、お互い

完全に無関係の烏合の衆となって しまうのである。 このような喩で、彼女は公共性の解体を説

明するのである。
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さて、前半に述べられたく公〉の今ひとつの面 は、〈私〉の 「隠蔽」性に対するく公〉の「公

示」性である。換言すれば、 「現われの空間」としてのく公〉である。「公に現れるものはすべて、

万人によって見 られ、聞かれ、可能な限 り最も広 く公示 され るということを意味する」13)とい

うものである。 この公への「現われが リア リティーを形成する」という。そして、公共空間 は,

「人びとが、自分の正体(who)を リアルでしかも他人 と取 り替えることのできない仕方で示

すことのできる唯一の場所」(筆 者改訳)14)と されている。 この現われとは、自己によっても、

他者によっても、見 られ聞かれる何 ものかである。それに対 して私的なものは、 「内奥の生活

の最も大きな力、たとえば、魂の情熱、精神の思想、感覚 の喜 びのようなものでさえ、 ……

不確かで、蔭のようなたぐいの存在にすぎない」15)。私たちは、親密な聞柄の中で しか経験で

きないような事柄にっいて語ることがあるが、それがどんなものであろうと語 られるまではリ

アリティーを持たない。それを口に出して語るとき、私たちはそれを、 リア リティーを帯びる

領域 に中に持ち出すことになる。私たちが見聞きするものを、同じように見聞 きする他者が存

在するおかげで、私たちは世界と私たち自身のリアリティーを確信することができるというの

である。そ してそこで適切であると考え られるもの、見 られ、聞かれる価値があると考えられ

るものだけが許 され、それに不適切なものは自動的に私的な事柄となるのである。 「人々は行

為 し語 ることのうちで、 自らが誰であるかを示 し、他に比類のないその人のアイデンティティー

を能動的に顕わにし、人間の世界 に現われる」16)のである。

近代までは〈私〉は、「愚か しいもの」であるか、せいぜい 「隠れ場所」 と考え られていたに

すぎない。それは、〈公〉的性質を略奪 されて(deprived)い る空聞であ った。 しか し、現

代人が、privacyと いう言葉を用いるとき、 もはやdeprivationを 意味するものとしては用 い

ていない。それは公共性が衰退 して、「社会的なるものの勃興」の際に、 もはや世界全体が 「私

事化(privatize)」(こ れはもはや隠された〈私〉ではない)さ れて しまっているか らである。

「公的なものは私的なるものの一機能 となり、私的なるものは残された唯一の関心 になった。

このため、生活の公的な分野と私的な分野はともに消え去 ったのである。」17)ルソーは、画一

主義 という 「社会の耐えがたい力」が、これまで特別の保護を必要 としていなか った 「人間の

内奥の地帯」 にまで侵入 して くることに対 して反抗 した。そして、彼は自己保存価値の優位性

を社会的問題へと拡大 したのである。 しか し、アーレントは、ルソーがそのようにしたことが、

かえってく私〉を 「社会的なもの」の中に解消させて しまい、結局、〈私〉の秘儀性、個別性

を失わせて しまったのだという。すなわち、公共領域の崩壊 と私的な領域(家 族)の 崩壊 は、時

を同 じくしている。私的領域としての家族は、実質的には 「社会的なるもの」 に吸収 されて し
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まったのである。そして、「社会 というものは、いつで もその成員がたった一っの意見 と、一っ

の利害しか持たないような単一の巨大家族の成員であるかのように振舞 うことを要求す る」18)

ものだと述べている。

アーレントは、人間にとって 「私的なものの領域にのみ生存す ることのできる非常 に重要な

もの」も存在するという。彼女によれば、「愛」や 「善」は、本来私的な領域に隠されるべきも

のであ り、隠されたものであることによってはじめてその性格を保てるが、公にさらされるこ

とによってたちまちその性格を失われて しまうものなのである。「愛は、それが公に晒 され る

瞬間に殺され、あるいはむしろ消えて しまう。…愛はそれに固有の無世界性 のゆえ に、世界

の変革とか世界の救済のような政治目的に用いられるとき、ただ偽 りとなり、堕落するだけで

19) し
、「善行は、それが知 られ、公になった途端、ただ善のためにのみなされるというある」

20)
。 したがって 「善が存在 しうるのは、ただ、その行為者でさえ気づ善の特殊な性格を失 う」

かないときだけである。自分が善行を行 っていると気づいている人は、 もはや善人ではなく、

21)のである
。 したがって、大せいぜい有益な社会人か、義務に忠実な教会の一員にす ぎない」

衆社会が問題なのは、ただ公的領域ばか りではなく、私的領域をも破壊 し、人々から、世界に

おける自分の場所ばか りでなく、私的な家庭まで奪 ったことにもあるのである。

ダイナ ミズム

4.〈 公〉とく私〉の緊張関係を生きる人間(ボ ルノウ)

けれども、アーレントは、〈公〉 もく私〉 も消滅 した現代社会においてく公〉の再構築の方

を政治課題とする。〈私〉はく公〉の蔭であるか ら、〈公〉が再生されなければく私〉の再生

も必然的に生 じないことになる。結局、彼女は健全な社会のあり方 としてく公〉〈私〉の明確

な区分の必要を主張することによって、両者間の拮抗関係の必要性を説いたと考えてもよいで

あろう。

一方、ボルノウはく公〉〈私〉の均衡関係を取 り戻す ことが今 日の人間形成の課題であると

同時に社会の公共的課題であると考えた。彼はまず、人間が内部空聞 と外部空間、私的領域 と

公的領域の間を往復する際に、どのような基礎的経験をするのかを分析する。ボルノウが示 し

た区分はある程度相対的であり、おそらくそれぞれの人が、それぞれの状況で、またそれぞれ

の成長段階で、それぞれの仕方で経験 しているものと思われる。彼は、それを 「そのたびごと

に人間によって要求され、人間の中に形成される様々な内的な気分」の問題 として、すなわち

「内部世界の気分」 と 「外部世界の気分」の関係の問題 として捉えている。 この二っの気分は、

「解き放ちがたく相互に連関し合い、交互に条件付 け合っている」22)という。っまり、「その本
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質において同 じである人間が、家にいたり、労働の世界にいたり、そのっど異なった環境の中

23)おり
、その意味では「人間はそのつ ど別の人聞において、そのっど別の要求を負わされて」

になっている」わけであり、事柄はそう単純ではない。自分の家の戸口をまたいで外へ出て行

くと、その人は自分の家という拠 り所をいったん失 って、よそよそしい敵意 と闘争に満ちた世

界へ出ていかねばならない。危険な世界に身をさらして、その中で自己主張 しなければならな

いのである。幼な子が、母親のエプロンの裾か ら手を離 して恐る恐る一人で周囲の世界に出て

行 くように、大人はもっと大規模な危険や未知との遭遇を経験 しなければならない24)。

しか し、大人になれば、外部世界で出会う他者は、家の中にいる人聞とは異なる存在であり、

そこでは「ごまかされまいといっも目覚あている注意力」「環境に対する耐えざる不信の念」が

付 き纏 うのであり、他者がどう振舞うかが予測できないゆえに、「前 もって 自分の行動の結末

を確実 に計算できない」のである。 このような不確実さや闘争を特徴とする対人関係の領域が、

「外部的世界」、すなわち 「公共の領域」の一っの大きな特徴であるとボルノウは考えている。

ところが、 こうした敵対的世界の中にも、人間同士の結びっき、仲間意識、友情が存在 しうる

こと、また現 に存在 していることも事実である。「外部世界」のすべてが、「万人の万人に対す

る戦い」の世界であるなら、それは本来、〈公共〉の名に値 しないであろう。「外部世界」の闘

争に耐えるたあには、内部世界 における安 らぎだけでな く、「外部世界」が同時にく共同性〉と

いう性格を、ある程度備えていなければならないと、 ボルノウは考えているようである。子ど

もが路地に飛び出すとすぐに仲聞を作ろうとするのは、決 して家庭で満たされていないゆえの

心の代償ではなく、「家族のもっ人聞的な暖か味をさらに補わなければならない、 もう一っ別

25)の必然的な生の形式なのである」 と彼は述べている
。

このように、彼は 「公的領域」の共同性を尊重する一方で、やはり、それを 「人聞たちがラ

イバル意識をもって権力をふるいあっている、…最 も広い意味での政治的生活の領域」 であ

るといい、そこで「人間は、家という保護をもたずに、同 じ人間の注目と攻撃にさらされてい

る」のだと纏めている。 ボルノウの「公的領域」の意味内容の規定に関 して はいささか曖昧な感

じがするのだが、 この曖昧さが、かえって「公的領域」の特徴をあらわしているようにも思える。

私見では、家の領域と政治の領域との間に、あるいはその堕落 した形態 としての 「匿名の勢力」

との間に、彼は、「文化の領域」「人聞によって開発された自然の領域」を考えており、ある場

合にはそれを 「公的領域」の共同的な面として示 し、別の場面では 「広義の」「私的な領域」

として示 しているのである。一方、アーレントはこれをあくまで 「公共性」 と呼ぶのであるか

ら、両者の概念規定には少 し考えのずれがあるように思える。
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しか し、ボルノウも基本的には、「見知 らぬ人間のまなざしと影響か ら隔離された空間」を、

「私的なものの領域」 と呼ぶのである。そ してこれは、「強奪」によって公的空間か ら獲得 され

たものであるとしている。私的生活の形式は、っまり家族生活の本来のあり方 は、 まさにビン

スワンガーが分析をしたような 「愛 し信頼する共同存在」にあるのであ り、公的領域 とは異な

り、そこはあくまで「緊張緩和の場所」である。 ここでは、三っの徳が必要 とされる。 第一 に

「安静や平静のための能力(徳)」 、第二に 「愛情 と信頼といたわり合いの徳」、そして第三 に、

家の限 られた資力を合理的に使用する 「家政あるいは家事の徳」である。特に彼 は、アーレン

トに同調 して 「愛」や 「信頼」や 「親切」は、隠された中ではじめて真の効果が発揮 されるの

だと考えている。これ らは見 られたり認められたりする 「公共の光」に耐えうるものではない

と強調 している。 しか し、私的空間と公的空聞は、性格的に異質であるが、異質でありながら

相互に浸透 しあっているような趣がある。そこか ら二っの空間は互いに反発 し合いながら通 じ

合っており、それゆえ両者の緊張関係が生まれて くるのであろう。

以上を、ボルノウ自身の空間論に則 して纏めてお こう。人間は、誕生 とともに 「空間への素

朴な全面的信頼」を得なければその根拠を失 って しまう。「人間はここでは自分の空間 と溶け

26) のである
。 しか し、現代は「故郷喪失」の時代であり、人合い、直接の仕方で受肉 している」

びとは安 らぎの家屋を失っている。「空間はこの場合、不気味さとかよそよそ しさという姿で

現われている。人間はこの空聞の中では見捨て られている。」27)したがって、家屋の建設によっ

て安 らぎを回復する必要性が出て くる。「この建設によって、外部世界からきりはな された、

28) のであり
、 したがって私的空間は、公的空間から略奪安全 に庇護する内部空聞が成立する」

され取 り戻されることになる。公的空聞の脅迫性はこれによって取 り除かれることはないが、

中心から排除されて端に追いや られることになる。 しか しなが ら、人間によって作 られる家屋

は、っねに外部から、そ してひそかに内部か らも攻撃に晒されることになる。そのたあ、 とも

すれば硬直化 し頑なになりがちである。そうな らないためには、人びとは家屋という人聞が創っ

29)た空問を越えて広が
っている、「包括的な空間一般における究極的な安 らぎ」 をより高次元

で受け取 りなおすという課題が生 じるのである。 しか し、「そこへ到達することは容易ではな

30)く
、欺隔的な安全性から自己をときはなすという特別の努力を人間に要求する」 のである。

考えてみればこの究極的な包括的空間への信頼は、無限の開けにおいて庇護されてあることの

安 らぎを感 じることであるから、ある種の 「超越」理解を含んでいるのである。

ところで、ボルノウにおいて、 この包括者か らの恩寵は自覚されな くとも、閉 じられた素朴

な家屋においてすでに、たとえば母親 と赤ん坊の関係性に差 し込んでいる。このような存在信
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頼への自覚の下に生 きるとき、公的空間は、戦いや搾取の場であることを越える可能性へと拓

かれるであろう。ボルノウ自身が述べているわけではないが、このような存在信頼を究極的な

く公〉 と考えれば、〈私〉はすでにく公〉によって内部か ら支え られている。そ して、その恩

寵にあずかることで人聞は、家屋の外部でも生 きた〈っながり〉を成就する地平へと拓かれる

可能性を得ているといえるのである。そのとき公的空間は、公開性 という性質に加え、人びと

の 「世界への基本的信頼」 という性質を基盤にお くことができるのであろう。

5.ボ ルノウにおける 「私的領域」確保の主張と教育の課題

そのような存在信頼の自覚は現代において容易ではないが、ボルノウは、 「全体主義的思考

31)の要求に対する抵抗は
、私的な家での生活を確保することからのみ生 じる」 と述べ、「真の

民主主義秩序は、公共領域と私的領域との間の、外部空間と内部空間との聞の緊張 した均衡の

32) と提言 しているわけである
。彼によれば、「現代において人聞が根 こ中でのみ存続 しうる」

そぎになる傾向」はますます深まっており、人間は、その世界の中で意味あるよう秩序付 けら

れた場を持っていない、世界の中のある任意の場所に偶然投げ出されているに過 ぎない「住み

家なき人間」となっている。 この傾向は、外面的に窮乏 していた二っの大戦の前後 も、豊かに

なった70年 代も、「原則的には同じ状態の中」 にあるという。70年 代の先進国では外面的な

窮乏状態は脱出されたものの、「その間に家に住むことの安全性が失われだ したということが、

33)それだけい
っそう明白になった」 と述べている。当時の青年たちは、家の庇護性を拘束的に

感 じ、そこから脱出 したいと考えた。すなわち私的なものは払い去 られるべきものだと考えた。

青年同志の 「共同生活」を求めたのであるが、それは現代社会に不安と不満を抱いていた当時

の青年の特徴であったという。かって20世 紀初頭の 「青年運動(Jugendbewegung)」 に求

あられたこと、っまり 「生家や学校の窮屈な雰囲気か らの脱出が、ここでは本質的にいっそう

34)過激な形で繰 り返 されている」 と彼 は見ていたのである
。

しかし、「青年運動」の時代には、若者を 「家の生活 という隆路から解放 し、彼 らに新たな

35)地平を見せてやる点に
、教育的課題が存在 した」 のに対 し、当時70年 代においては、「故郷

を失 ってしまった人聞に、再び家の保護を仲介 し、そうすることによってはじめて、人間に世

36)界の中にひと
っの地歩を得させてやる」 という全 く反対の方向に課題が存在 しているとボル

ノウは考えている。

さて、最終的にボルノウは最初の命題に戻 り、70年 代の問題 を次 のように表現 している。

「健全な状態 は、 この公共的生活と私的生活とが相互に関連 し合い、この関連 において、両者
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はその固有の機能を発揮 し、こうして両者は相互に正 しく均衡を保 っていなければならない。

それなのに現代においては、公共性が間断なく押 し寄せてきて、まさに私的領域にくまなく氾

濫 しようとしている」37)と。 ここで述べ られた 「公共性」の内実は、明らかに共同性 とは無縁

のものであり、む しろ前述の「匿名の勢力」と同様のことを言い表 している。アーレントであれ

ば、けっしてこれを 「公共性」とは呼ばなか ったであろう。彼女にとっては、むしろそれは、

公共性を喪失させた「社会的なもの」の勢力なのである。けれどもボルノウは、 ここではこれを

「公共性」と呼び、それが現代の人問の生を脅かし操作 しており、その影響は人格の深い核心 に

まで食い込んでいる、と述べている。それゆえ、 このすべてをなめ尽 くす「公共性」の洪水から

身を守る方法は、「私的領域を意識的に確保すること」38)以外にはないのであ り、それが「勝れ

た意味で公共的・政治的生活の要件」39)であるとするわけである。なぜな ら、家 と世界の関係

は、緊張と緊張緩和というリズムをもったものであるべきであり、それゆえ私的領域 は、 「人

聞が自分の生産力を生き生きと保持 しようと思 うなら、いっもそこへ帰 らなければならない人

間の創造力の在 り処」40)でなければならないか らである。私的生活が失われると公共生活 自体

もその力を失うのである。加えて強調されるのは、私的領域はまた、倫理的人格がそこでのみ

発展 しうる場であるということである。その倫理的人格は、「自己の判断で外部か らくる匿名

的な諸々の要求に立ち向か う」41)自我の力 とされる。 したがって、彼 は当時、教育の課題 と し

て「自己判断の養成」42)を唱えたのであった。 この課題は、彼によれば私的生活 の中でのみ可

能となるのであるが、 しか し、 このような私的生活の確保は、個々人の私的な要件であるばか

りでなく、公共生活自体の要件であるということが強調 されるのである。

6.「 教育の危機」 と近代における権威の喪失(ア ーレン ト)

一方、アーレントは、1958年 に 「教育の危機」 という論文を書 き、当時のアメ リカの教育

危機の本質を、彼女の公共性論から解明 している。小玉重夫によれば、 この論文 は、教育にっ

いてのもう一つの論考 「リトルロックにっいての省察」(1959)の 「補論的性格を もつ」 もの

で、当時のアメリカにおける公民権問題の社会問題化 とそれに伴 って議論 となった人種統合教

育への彼女の批判を背景として書かれている。そしてその問題を含みっっ、 さらにより広い視

野か ら、現代の教育の危機を、『人間の条件』などで理論構築された公共性論 とのかかわ りで

論 じているのである。とりわけ、教育の権威喪失に警鐘をならし、ルソー以来の児童中心主義

的なリベラル(進歩主義的)教育観との対決 という色彩が強く出されている。 しか し、 この論文

に示されていることは、必ず しも歴史的に・文化的に相対化できないものである。「何であれ一
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国で起 きうることは近い将来 ほとんどすべての国で同様におきうるということが、二十世紀の

一般法則であると見なせる」43)と述べているように、ここで述べ られる「教育の危機」は、当時

のアメ リカだけの問題のみとして考えられているわけではない。アーレントは、 この論考にお

いて、自らの公共性論 とのかかわりで、近代教育の問題を原理的に鋭 く浮き彫 りにしていると

いえよう。彼女 は、二重の問題提起をしている。一っは、「近代社会 とその危機のいかなる側

44)であり
、今一つは 「この危機か ら面が、教育の危機のうちに実際に姿をあらわ しているか」

教育の本質 として何を学ぶことができるか」45)ということである。前者では、公共性論 とのか

かわりで教育の危機が解釈 され、後者では、「教育が、すべての文明で演 じる役割、 つまり子

46)どもの存在がすべての人聞社会 に負わせる義務を反省することによ
って、何を学び うるか」

を明 らかにしようとしている。

アーレントによれば、 「けっしてあるがままにとどまらず、誕生、っまり新 しい人間の到来

によって絶えず自らを更新する人間社会 にとって、教育は最も基本的で不可欠な活動様式の一

つ」47)である。「新参者」であり生成する子どもは、教育者にとって、二重 の側面を もっ。子

どもは、世界に新 しく存在すると同時に生成の過程を生 きる存在である。すなわち、「子どもは、

新 しい人間で在 ると共に、人聞へと生成する存在者である。」48)この二重の側面は、動物の生命

形態にはみられないという点で、決 して自明なことではない。 ここには、一方における 「世界

への関係」 と他方における 「生命への関係」がある。「生命への関係」か ら見れば人間への生

成過程は動物のそれに通 じるであろうが、同時に子 どもは、生まれる前か ら存在 し、死後 も存

続する 「世界 との関係」では、新 しい存在である。その意味では、親は子どもを 「生命へと呼

49)
。ただ し、大人が担 うべび出しただけでなく、同時に…世界のうちへ導 きいれたのである」

き 「子どもの生命 と発達」及び 「世界の存続」 というこの二重の責任は、決 して一致 しない。

むしろ対立 しあうものだと、アーレントは述べるのである。 アーレントの公共性論の文脈では、

前者は、教育の私的な責任に当るだろうし、後者 は公的な責任 に当るのだが、この両者が対立

せざるを得ないというのである。

したが って、アーレントは、一方でボルノウの主張 と同 じように、子どもの生命の保護と成

長のたあには 「安全な隠れ場所」、すなわち 「私的領域」の必要性を説いている。「生命あるも

のはすべて、暗が りか ら出発す る。…成長するたあには何 として も暗がりの安全 を必要 とす

る」のだと。すなわち 「子どもは世界か ら保護されねばならない以上、彼 らの伝統的な場所 は

家族… のうちにある。人々がその内側で私的な家族生活を送 る四っの壁は、 … 世界の公的側

面に対する防護壁をなしている。…人聞の生 は、 プライヴァシーや安全が保障されない世界
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に常に晒される場合、その活力は破壊される。万人に共通の公的世界では、人格が重きをなし、

…共通世界に貢献する各人の手になる作品が大切となる。これにたい して、生命 と しての生

命 は公的世界では重要ではない。世界はそうした生命を顧慮することはできない。それは世界

から隠され、保護されねばな らない。」50)とりわけ今 日の状況においては、外部からの「無慈悲

な眩 しい光」が私的生活の中に入 り込み、子どもは成長のたあの安全な場所を もてなくなって

いる。

以上のような主張に加え、アーレントは、 もう一方でより力点をおいて、「公共性」 の維持

のために学校が果たす役割に期待をかけている。彼女は、若者という「見知 らぬ既存の世界に

生まれた新参者である異邦人」に対 して負 う務あの圏域は、教授(teaching)と 学習(learn-

ing)を 担 う学校であると述べ、その失敗が当時のアメリカにおける最 も切迫 した問題 だと考

えた。

51)
。 しか し、彼女 は、学校は「子どもが最初に世界 に導かれるのは学校においてである」

「決 して世界ではなく、また偽 って世界 と称すべきものではない」52)といい、学校を 「家族か

ら世界への移動を少 しでも可能にするために、我々が家庭の私的領域と世界の間に挿入 した制

度」53)と定義 している。学校で学ぶことは、家族によってではなく、国家によって要求される

のであるから、「学校は、現実にまだ世界ではないとはいえ、子 どもに関 してはある意味で世

54)
。学校や教師は子 どもにとっては公的世界を代表 しているが、政治的領界を代表 している」

域から見れば、学校は家庭と同 じ 「私的な前政治的領域」55)であるとアーレントは述べている。

いずれにせよ、彼女において学校はく私〉か らく公〉への橋渡 しをする場所である。「新参者」

としての子 どもを世界に導きいれ、「新 しさを保持 しっっ、それを新 しい ものと して古 い世界

に持ち込む」 ことで、個別性を保証 しっっ共同できる 「公共性」を維持することに学校教育の

重要な役割があると考えるのである。「公共性」はそのようにして永続的で、死を超越 してい

かねばならないのである。教育者の責任は、成長 しっっあるものの生命の安寧への責任ではな

くて、「すべての人間を他の存在者から区別する独自性」の成熟に対する責任なのである。教

師の権威 は、資格によって生み出されるものではない。「教師の資格は、世界を知 り、 それを

他人に教えることができる点にあるのに対 し、教師の権威は彼がその世界への責任を負 う点に

基づく」56)のである。教師は、 この世界に住む大人の代表者として、若者たちに 「これが我々

の世界だ」 と語るのである。教育者は、「若者に対 して世界 自分が作 ったものでもなけれ

ば、 さらに秘かにせよ公然とであれ、別様であった らと望んでさえいるのに自らが責任を負わ

57)なければならぬ世界 を代表する立場 にある」 のである
。
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しかし、〈公〉〈私〉関係が消失 した大衆社会において、当然それ らの課題は困難であり、

そこに 「教育の危機」が存在 しているのである。 そして、その危機の本質を、彼女は教育にお

ける 「権威の喪失」 に見ている。(い うまで もなく、 ここでいう権威は全体主義国家が行使 し

た暴力 とテロルとは何の関係 もない。)今 日、権威はもはや 「公的 政治的生活においては

如何なる役割 も果たしていない。」58)そしてその結果、「世界の成り行きに対する平等な責任が

59)すべての人に要求 される」 ことにな
って しまう。 このことは、世界(公 的な共通世界)の 必

要性 とそこにおける秩序の要請が、っまり、秩序を与えるのみならず、それに従う責任、世界

に対する責任のすべてが、否認 されることなのである。 アー レン トは、 この「平等の責任」と

「責任の拒絶」が同時に絡み合って、近代における権威の喪失を招いたのだと考えている。

彼女は、「公的 政治的生活における権威の喪失と、家庭や学校などの私的な前政治的領

60)域における権威の喪失 との聞には
、 もとより関連がある」 と述べ、権威への不信が公的領域

で激 しくなればなるほど、当然私的領域が権威を損なわずに保っという見込みは少なくなると

考える。「事実、前政治的領域にまで権威の喪失が及んだことは、権威の全般的喪失 を最 もラ

61)デ
ィカルに表現」 しており、子どもに対 して世界全体の責任を負 うことの拒否は、近代人の

世界への嫌悪を表わ しているのだと述べている。アーレントは、そのような現代の親たちの心

境を次のように言葉にしている。「この世界では、われわれでさえ、心か ら安 ん じていられな

いのだ。 この世界でどう振舞うべきか、何を知るべきか、どんな技能を身にっけるべきか、我々

にも漠 として知りがたい。どれだけやれるかお前たちでや ってみなければならない。とにかく、

お前たちにはわれわれの責任を問う資格などない。われわれには負い目などなく、お前たちと

62)は関係ない
。」

しかし、教育において、 この世界への責任が権威の形式を取るのは本来必然的だといえよう。

アーレントは、「教育の務めはっねにあるもの 世界に対 しては子ども、子どもに対 しては

世界、旧いものに対 しては新 しいもの、新 しいものに対 しては旧いもの を愛育 し保護す

ることである」63)、「教育者の務めは旧いものと新 しいものを和解させることである」64)と述

べ、政治的領域 とは全 く逆に、教育 は 「保持す る(conservation)」 という意味で 「保守的

(conservatism)」 でなければならないと主張する。「根本的には、われわれはいつも、関節が

はずれているか関節がはずれそうになっている世界のために教育 しているのである。 これが人

間の根本状況である。それゆえ、そこでは、世界は死すべきものの故郷 としてひととき役立っ

ように、死すべきものの手で創造 されるのである。一世界の創造者 とそ こに住 まうものの死

すべき運命に抗 して世界を保守するためには、世界の関節は絶えずはめ直さなければならない。
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要は、 もちろん確実とはいえないにせよ、 この整復が実際に可能であり続 けるように教育する

ことにほかならない。」65)っまり、世界における「希望」は、順次現われる世代が もた らす新 し

いものにかかっている。 しかし、「まさに、どの子どもにもある新 しく革命的なもののために、

66)教育は保守的でなければならない」 というのである
。

アーレントによれば、アメ リカの日常生活のほとんどすべての局面おいてみられる 「新 しい

ものへの異様なまでの熱狂」と無限の可能性への信頼は、他国よりも「百年先ん じており」、こ

れが、「新たに生 まれてきた仲間」である子どもに対 してのいっそうの気配 りと重要性を生み

出 したのだと述べている。それは、例えば古代ギ リシャにおいては、子 どもが大人社会に仲間
オイ　ネオイ

入りしてはじあて 「新人」とよばれ人聞として認められたように、前近代社会の子 どもの扱い

とは対照的である。 しか し、アメ リカにおけるこの 「新 しいものへのパ トス」が思想 として概

念化されたのは、実は18世 紀のルソーの影響を受けた教育理念である。そしてアー レントは、

この考え方には、「失敗の危険を承知の上で説得の労を負いなが ら自らと同等の者 と一緒 にな

ろうとせずに、大人のもっ絶対的優位性に基づいて独裁的に干渉 して、当たらしものがあたか

も一っの既成事実であるかのように、すなわち新 しいものがすでに存在するかのように見せか

67) と痛烈に批判するのである
。けようとするところがある」

教育における 「新 しいものへのパ トスか ら生まれた幻想は、二十世紀になってはじめてその

最も深刻な帰結をもたらした」68)とアーレントは述べている。すなわち、彼女 は教育 における

「ルソー主義的理念の無批判で広範な受容」 に反対 し、子どもを尊重する意識が肥大化 し、「政

治の問題として」ある種の社会改革的な発想と結び付 くことを問題視 しているのである。なぜ

ならそこでは、公共世界の活性化のために、そこに子どもを導 きいれる大人の責任が放棄 され

ているか らだという。そこでは、子どもの独立を尊重するという口実のもとに、子 どもは大人

世界か ら締あ出されるのである。

教育荒廃の原因となった教育の基本的前提をアーレントは三点あげている。まず第一 は、い

わゆる児童中心主義である。子どもには固有の世界があることを認め、できるだけ子どもの自

己活動を重ん じ、大人は子どもの自治を助けるに留めるべきだとする考えである。その中では、

「何をなすべ きかを命ず る権威 は、 この集団そのもののうちにある。そのため、 とりわけ、大

69) という危険が人は個々の子どもに対 して無力であり
、かれ らと接触を失 う状況が発生する」

生 じるのである。「子どもと大人の現実のまた正常な関係 は、あらゆる年齢の人びとがっねに、

同時かっ共に、世界に存在するという事実か ら生 じるのだが、 この正常な関係は、子どもの世

70)界と大人の世界が分離するために断たれて しまう
。」 のである。
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第二 は、教授法である。 いわゆる進歩主義的教育を旗印に、「もともとは中欧に起源をもち、

道理 と戯言が奇想天外にごちゃ混ぜにされた」近代の教育理論が、教育制度全般に浸透 したと
コモン 　セ ン ス

きにもたらされたのは 「共通感覚」の破壊である。共通感覚の喪失は、公共性の衰退 と直接に

結び付 くものである。伝統的な教授や学習の伝統は共通感覚に根ざしていたが、 「近代心理学

の影響 とプラグマティズムの教義のもとで、教育学は教授法一般の科学になってしまい」71)、

新 しい ものを志向 し、 これまでの文化的蓄積を一面的 に乗 り越えようとするため、 「常識

(soundhumanreason)」 の通則すべてが無視 されたというのである。 また 「教 師が身 に付

72)けるべき技能 は教え方
であって、特定の専門科目に習熟 していることではないと考え られ」

たあ、教師は専門科 目の教養を身に付ける務めをおろそかにして しまい、教え方のみに関心を

向けるようになって しまった。「教師の権威の最 も正当な源となっているもの っまりどん

な方面であれ、生徒よりも知識があり、生徒自身がな しうる以上の ことができる人物である

73)が
、効力を喪失 して」 しまったのである。

第三に、進歩主義的学習観である。 この考えにおいては、まず 「遊び」が重ん じられ、 「仕

事(勉 学)」を軽ん じられたことである。そこでは遊びこそが、子どもが世界の中で最 も生 き生

きと展開する唯一の活動形式であると考え られた。そして旧来の学習は、子どもを受身にさせ、

自主性を損ねてしまうものとされた。そ して、子どもに大人の世界を準備させてやるたあに行

う、仕事の習慣を徐々に身に付 けさせるという大切な課題が放棄されて しまったのである。 こ

こには、「人間が認識 しかっ理解できるのは自分自身が実行 したことだけであるという」74)思

想が前提にあるが、それがこのように子 どもの学び方に適応されると、第一の前提と全 く同じ

ように子 どもの世界が絶対化 されるのである。「子どもの独立を尊重するという口実のもとに、

75)子どもは大人の世界から締め出され
、人工的に子どもの自身の世界に閉 じ込 められ る。」 そ

のとき、子 どもは成長 しっっある存在であり、公的世界で自己の正体(誰)を 顕わにし他者と共

に共通世界の更新の担い手(成 人)と なれるようになるまでの準備段階にあるということが放

棄されてしまう。そして大人 はそのように子 どもを導 く責任を有 しているということを隠蔽す

る欺隔を働いているということなのである。

また付言すれば、彼 は、進歩主義的学習観の「平等主義」が様々に弊害をもたらしたことにっ

いて次のように述べている。「アメリカの教育の危機をことさら深刻なものにしている原因は、

青年と老人、才ある者 と才なき者、っまるところ子 どもと大人、 とりわけ生徒と教師との間の

立場の違いを平等なものにするか、できるだけなくそうと奮闘する、この国の政治体質にある。

明 らかにこうした平等化 は、教師の権威を喪失 させ、学生の中の才能あるものを犠牲にするこ
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76)とによ
ってのみ、現実のものとなる。」 と。

さて、アーレントは、「教育はその本性上権威や伝統なしにはありえないにもかかわらず、権

威を骨組みとするのでもなければ、伝統を蝶番 とするのでもない世界のうちで教育が進あ られ

77) と述べ
、近代世界における教育の根本に関する考察は、世界疎外のプロセスをねばならない」

視野に入れなければな らないことを強調 している。そ してだか らこそ、「教育の領域を他の領域、

78)とりわけ公的 政治的生活の領域から明確に分離 しなければならない」 のだという
。我 々

大人 も子どもや若者 と共に一っの世界に生きている以上、子どもや若者に対 しては、大人同士

でとる態度とは根本的に異なる態度をもたなければならないと主張する。彼女は、まず第一に、

「学校の機能は子どもに世界がどのようなものであるかを教えることにであって、生きる技法を

79)指導することではない」 と規定 し
、世界 は子どもにとってあらか じめ存在する所与であるか

80)ら
、生が現在にかかわるものであっても、「学習は、過去に向かわざるを得ない」 ことを もっ

と認識すべきであると考えている。第二に、進歩主義的教育観に見られるように、子 ども期を

独立的・自立的な段階であるように捉え、 この境界線を 「大人の共同体か ら子 どもを切 り離す

81)壁にして しま
ってはならない」 と考えている。境界線自体は文化的 ・歴史的に相対的であり、

個人によってさえ異なるものである。 しか しそれは、教育の終着点なのである。教育は、生涯

続けられる学習とは異なり、「予見できる終わりをもたなければな らない」 と述べている。

以上 に示 したアーレントの「教育の危機」に対する感覚は誠に鋭いものがあるといえる。そし

て、教育を通 してこそ「公共世界」を蘇 らせることができるのだという彼女の強い思いを次の言

葉 に読み取 ることができよう。

「教育 は、われわれが世界を愛 して世界への責任を引き受けるかどうか、さらには、更新な

しには、っまり新 しく若 いものが到来せぬかぎり、破滅を運命づけられている世界を救 うかど

うかが決まる分岐点である。教育 はまた、われわれが自らの子どもを愛 し、かれ らをわれわれ

の世界から追放 して彼 らの好 き放題 にさせたりせずに、あるいは何か新 しいもの、われわれが

予見 し得ないものを企てるチャンスをかれらの手から奪うこともなく、む しろ、共通世界を新

しくする使命への準備を前 もって彼 らにさせるかどうかを決ある分岐点でもある。」82)

7.総 括と今後の展望

以上において我々は、ボルノウのアーレントを踏まえてのく公〉〈私〉関係論を窓口にして、

それぞれの思想に立ち入 りなが ら、両者の対質を通 して、〈公〉〈私〉関係の人間学的・人間

形成論的な基本的視座を確認することを目指 してきた。 ここでは、若干の総括 と、今後、我々
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が、〈公〉〈私〉のダイナ ミズムの人間形成論を展開するにあたっての展望を示 しておきたい。

まず、〈公〉 の捉え方 において両者 を比較 してお こう。 ボルノウのく公〉 は、 あ くまで

"dieoffentlicheSphare"で あり
、その性格 は 「公開性」という形式を強調 したものである。

したがって、その性格は現象学的なものであり、内実 として、そのあるべき姿があらかじあはっ

きりと規定されているわけではない。ある場合には、ゲマインシャフト的なものを含む し、ま

たある場合には、ゲセルシャフ ト的な もの、あるいは人間性を疎外する大衆化社会そのものを

さしている。公開性という形式はもっが、内容はアンビヴァレントである。それに対 して、アー

レントは、〈公〉を"publicrealm"と 表現 し、そこに、公開性という形式のみならず、個々人が

自らの 「誰」を現わ し、区別されなが ら繋がることのできる「世界」ない し 「共通世界」 という

内容規定を明確に行なっている。 しかも、この在 り方が現代に失われていることを指摘 したわ

けであるから、それは一種の現代社会の政治目標として提示されていると考えてよいであろう。

少なくとも、ボルノウの思想には、〈公共性〉の再構築を直接的に進めようとするこのような

政治哲学は見 られない。

一方、〈私〉の捉え方も、一見似ているようで、実は微妙な相違が見 られる。 ボルノウは、

アーレントの考えを引きながら説明しているにもかかわらず、そこにはやはりボルノウ自身の

思想が展開 されているふ しが ある。 アー レン トは、〈私〉 をく公〉 的性質 が剥奪 された

(deprived)も のと考えている。っまり、 「他人によって見 られ聞かれることか ら生 じる リア

リティーを奪われていること、物の共通世界の介在によって他人 と結び付 き分離 されているこ

とか ら生 じる他人との 『客観的』関係を奪われていること、さらには生命そのものよりも永続

的なものを達成する可能性を奪われていること」などを意味 している。けれどもそこは、隠さ

れていることによってはじめてく愛の共同体〉として成立 し、生命への配慮と責任を担 ってい

る。 まさに、家庭教育はこの光の当 らぬ暗が りにおいてこそ営まれるべきものだとされている

のである。そ して、現代が「暗い時代」だといわれるのは、その私的な領域が社会全体に拡大さ

れてしまったからであった。そこで、18世 紀以来人びとはそれへの対抗措置として 「親密性」

の領域を打ち立てた。そこでは、本来暗がりの中にいるべき子どもや家庭に光が当てられ、そ

の光を社会全体 に拡張 しようと目論 まれるのである。そこはもはや暗がりのく私〉の領域では

なく、愛の共同体など存在 していない。 ここに彼女 は、現代の家庭教育の危機を見ていたといっ

てよい。

しか し、一方でボルノウは、〈私〉的領域を、人びとがく公〉か ら積極的に奪取(deprive)

したものと定義 している。ボルノウも、私的領域 は隠された領域であることを認めるが、それ
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は積極的に隠 して、保護されるべき、愛の共同体なのである。そ してこれを「親密性」の領域と

呼んでいる。彼は安 らぎと緊張緩和のある 「家に住 まう」 ことが、人間が人間 らしく在る(成

る)根 拠となっていることをあくまでも強調 し、〈公〉が堕落 している現代社会において、<

私〉における教育条件の保護によってこそ、結果 としてく公〉を生かす道もあると考えている。

83)例えば
、「社交性」は、公的世界に生 きる基本的資質であるが、彼は「社交性」論 の中で、そ

れを陶冶するたあには、本来学校という場は馴染まず、む しろ家庭においてなされるべきだと

述べている。ここにボルノウがアーレントよりもく私〉に積極的な可能性を見出 していること

を確認することができる。それは彼が、アーレントとは異なり「親密性」という言葉 に積極的な

意味を付与 していることか らもわかる。 しかしながら、彼は、〈私〉の保護を積極的にく公〉

論 として主張するわけであり、それは、人びとのく私〉の保護の努力が何 らゆがあられること

な くく愛の共同体〉の成立に繋がることを前提にしている。その点、政治思想家アー レントな

らどのように評価するであろうか。残念なが ら、アーレントにはボルノウに対する言及 は見ら

れない。

このようにボルノウは、〈公〉の堕落に抗 して、あくまでく私〉の保護を強調 し、〈私〉の

充実を通 してく公〉〈私〉の緊張関係とバランスを取 り戻 し、結果としてく公〉の正常化を目

指すことに、現代の教育の課題があると考えた。一方で、アーレントは、〈公〉〈私〉の緊張

と均衡の取れた関係が存在する理想的な場所、すなわち学校を再生させることにより強調点を

おいている。学校 はく私〉の暗がりとく公〉の光の問に渡される橋の役割を果たすべきであり、

教育者の二重の役割 すなわち、生命への配慮と責任(私 的責任)と 公的世界へ導 くこと

への責任(公 的責任)の うち、学校教師は、後者を もっと自覚すべきであることを強調

した。その自覚がないところから、学校が「親密化」し、現代の教育の危機を招いていると見た

のである。

アーレントにそのような言及があるわけではないが、もともと公教育制度を支えてきた論理

は、完全に近代の産物である。それは、近代国家形成のために、従来、蔭の領域を生きて世界

を支えていた労働者や女性を解放 し啓蒙 していくと同時に、〈私〉か ら〈公〉への 「橋渡 し」

をし、子どもを大人の世界へと導 きいれることを期待 されたシステムであった。 しか し現実に

は、国民教育の普及は、かえって大衆化を進め、〈私〉の暗がりを全体 に拡大 し、 「社会的な

るもの」の勃興を促 してきたといえる。 したがって、近代の公教育制度は、本来のく公〉を破

アイロニカル

壊することに荷担するという誠に皮肉な歴史的役割を演 じるような性格を基本的にもっていた

といえるであろう。そしてそのような性格には、二重の要因がある。第一 にそれは、大量生産
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をモデルにしたシステムとして構想された点である。いうまでもなく、基本的にこのようなシ

ステム(教 授法や学習理論を含む)は 、教育の画一化を進め、アーレントのいう公共性の実現

とは異なる方向を向いていた。第二に、その反動 として学校の中に「親密性」を持ち込み、子ど

もに光を当て子ども集団をそれ自体自立的な共同性であることを尊重 した点である。 アーレン

トの考えに基づけば、子どもか ら見ればく公〉的世界でありながら、同時に大人から見ればく

公〉とはいえない空間としての学校は、いわば、<暗 がりから徐々に薄明るくなっていく空間

〉であるべきだったのである。 しか し、進歩主義的ないわば〈光 り輝 く子 ども観や教育観 〉は、

本来、蔭か ら光へと出て行 く勇気と力か らを身にっけなければならない子 どもに、先回りして

擬似的な光を当てて しまう結果、彼 らが自らの正体(誰)を 顕わにし自分で光 り輝 く力を却っ

て奪い、結局、無責任にも大衆化された「暗い時代」に彼 らを放郷する結果 となっているという

わけである。アーレントの学校論はそのような時代背景への批判を含んでおり、〈公〉 と〈私

〉の明確な分離を前提として、その両者のダイナ ミズムを通 じての人聞形成の成就を学校 とい

う場所が積極的に担いうるという含意があるように思われる。

総 じていえば、アーレントもボルノウもく公〉〈私〉のダイナミズムや均衡に着目したく公〉

〈私〉関係論を展開 してお り、それが同時に人間形成論 としても読あるという点では共通 して

いる。 しか し、ボルノウには、システムとしての近代学校教育にっいての歴史的評価への言及

は見当た らず、む しろ、「家」の人間形成力の復活に現代の「教育の危機」の打開の道を見出した。

それに対 して、アーレントもその点に関 して同様の主張をしながらも、むしろ、学校 という場

の人間形成的機能の復活により力点をおいている。

さて、両者の比較検討か ら我々は何を得ることがで きるであろうか。21世 紀 に突入 した現

代の状況を鑑みると、両者の主張には、未だに説得性をもっ点が多々存在 している。例えば、

もともとアー レントやボルノウのく公〉〈私〉概念は、空間性・領域性のみを示 しているので
　 　 　 　 の の 　

はなく、同時にそこを生きている人問の「気分」や在 り方、そして人間関係の様態を表わしても

いたことに注目してみよう。アーレントとボルノウの捉え方を敢えて統合すれば、〈公〉 は、

自己の唯一性を生か しなが ら他者と協働する在 り方、他者とのかかわりによって自己が誰であ

るかを顕わにする在り方、敵対 しっっ和解 し、和解 しなが ら敵対する人問関係の在 り方、など

を示 しているといえよう。それに対 して、〈私〉は、主客未分の一体感を基盤 とした「親密な」

人間関係の様態、他者への愛が自己の欲望であり、自己の欲望が他者への愛であるような人聞

関係の様態、「愛の共同性」であ りなが ら、同時に癒着の可能性を含むような人間関係の在り様、

などを表わ しているといえよう。このような二っの人聞関係の様態の対質 と緊張を〈公〉<私
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〉のダイナミズムと捉え直 し、人間形成論を構想す る可能性はあるかもしれない。我々は、 こ

れを今後の課題とすることができるであろう。

しか し、他方、すでに述べたごとく、教育においてもく公〉〈私〉の トポロジカルな規定 は

ずいぶん変容 してきている。例えばこれほど電子メディアというコミュニケーション・ッール

が発達 した状況では、「プライヴァシーの在り方も、身体性を越えた場所に転移」(鷲 田)さ せ

られていて、ボルノウのいうようなく私〉の保護は極めて困難になっており、近代家庭の在 り

方そのものが従来のような自明性を失 っているのである。「かって決死の覚悟で伐 り開かれた
..

あの家庭という私的空間が、 しらじらとした空白へと干上がりかけているよ うに見える」(鷲

田、傍点筆者)の である。また、高度知識社会の到来に伴 って生涯学習社会への転換が目指さ

れる中、近代学校を構成 していた論理の自明性がいよいよ崩壊 し、歴史的に相対化 された。 し

か し、新たな時代へ向けての学校の再定義 もなされないまま、学校 は制度疲労の様相をますま

す強めている。 しか し一方で、学校は、家庭や地域社会 との連携をっくるコーディネーターの

役割を期待され、それによって家庭や社会を含んだ人問形成の場全体の活性化が目指されよう

とはしている。たとえば、教師に一層「親代わりの責任」が求められ、親には、学校で教えるこ

とが求められ、お互いに大人 として成長 し合 う機会の大切 さが認識 されようともしている。 ま

た、子育て支援のネットワークが地域に構築 され、スクールカウンセラーが硬直 した教師一生

徒関係に第三者 として働 きかけ、親を含あた教育関係を正常化することが期待 されている。 こ

のような試みへの評価はいろいろあるにしても、学校 という場の役割 は、少なくともアーレン

トが示唆 したような〈私〉からく公〉への 「橋渡 し」 というメタファーでは語れな くなってい

るのが現状なのである。.

今日試みられている教育制度改革においては、学校 と家庭 と社会の境界を開き、相互 に交流

させ、より微分化されたく公〉〈私〉のダイナ ミズムの活性化が志向されているようにも思え

る。 しか しそれは、単なる公私混同へ と堕落 していく危険性を十分 にもっており、その場合、

アーレント流にいえば 「社会的なるもの」の拡大(=画 一化)を ますます進あることに荷担す

ることになるであろう。けれども、家庭・学校 ・社会のそれぞれの役割を再定義 し、 これまで

よりも柔軟に交流が行われていくと、人間形成の場全体が活性化 されていく希望 もある。そ し

てその場合、おそらく領域・空聞としてのく公〉〈私〉の往還運動は、家庭一学校、学校一社

会、家庭一社会 という一般的枠組みを脱 し、そのっどの具体的な個別の状況 に分散 し、 より微

細な展開を見せるのではなかろうか。そうだとすれば、たとえば、家=〈 私〉、社会=〈 公〉

といった領域や空聞 としてのく公〉〈私〉の区別 は、従来 ほど固定的ではなく、かなり複雑 に
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なり、人間形成の成就のたあにそれらを明確に区分するということが非常に困難になるであろ

う。

もともと、領域性・空間性は歴史的に相対的であるが、21世 紀においては、より複雑で立体

的ないくっ もの境界が、その時々の状況で変化 しながら存在することになるかもしれない。そ

こは、 もはやく光〉とく蔭〉のメタファー、すなわちく暗がり〉か ら〈明るみ〉へのグラデー

ションのメタファーでは語れない世界である。今 日の様々な社会状況を鑑みても、それぞれの

個別状況においては、〈光〉=〈 公〉と〈蔭>e〈 私〉 という表裏二っの顔が見え隠れ してお

り、巧みに反転 し合っている。〈公〉とく私〉は、時聞的・空間的固定化か ら解放 され、公人

であると同時に私人であり、私人であると同時に公人であるという人間本来の二重性そのもの

が、同一の場面で姿をあらわにしている。そこは、〈光〉 とく蔭〉が反転 し合い、回転するこ

とに多様な彩 りを帯びる 「万華鏡」の世界にもなりうるが、同時にく光〉 とく蔭〉が融解 し、

全体がうっろで、うす暗いモノ トーンを帯びる可能性をも持 っている。別の比喩を用いてみよ

う。 これまで、公的な世界はく光〉のあたる「舞台」、私的領域は〈蔭〉である「観客席」である

とすれば、学校は舞台へ出る準備を整えっっ、舞台の光を垣間見る 「舞台裏」であったといえ

るかもしれない。 さしずめ教師は、〈光〉の世界を知 りっっく蔭〉で演技を指導する演出家で

あるが、役者を舞台に送り出せばそこは自らの力の及ぶ領域ではなくなる。演技者はく蔭〉に

いる観客の視線や息づかいを感 じ取りなが ら、自らの個性を発揮 し合いその関係性が世界を編

み出してゆくのである。 しか しこれか らは、このような図式そのものが変容 していくかもしれ

ない。いや、善かれ悪 しかれすでに変容 しつつあるであろう。「舞台」「観客席」「舞台裏」といっ

た区別 は放棄 され、〈光〉 と〈蔭〉の二元論は崩れ、「舞台」だ けが 「世界」 なのではな く、

「劇場」全体が「世界」となり、子 どもや老人も含めた劇場全体の構成員が、それぞれ固有のく光

〉を発 し 「世界」を編み出す演技者 となる。 また、全員がその時々に応 じてく光〉を消 し、観

客にも演出家にもなるような多様な 「世界」(「万華鏡」の世界)が 展開されるのか もしれない

のである。 しかし、そこは役割の混乱 とそれによる活動力の衰弱を招 く危険と裏腹の世界で も

ある。つまり、アーレントがいうように画一化への危険を常 に孕んでいるのである。とにかく、

そこに生きる人間の在 り方や他者関係の様態 は複雑 になり、我々は、複眼的に見ないとそれを

捉え損ねて しまうようになるだろう。そのような状況で、我々は如何 にして他者 との関わりに

おいて自己のアイデンティティーを保てるのであろうか。あるいは、不確定の時代 に、人聞相

互に〈生の意味〉を成就させながら生 きることは如何にして可能 になるのであろうか。

およそ人間相互間においてく約束〉を守ることへのく信頼〉が共有 されていないところで、
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人聞は生きることができない。確かに、 これから 「世界」に新 しく生まれる者たちは、完全に

く蔭〉に保護されることは難 しく、結局、以上のような大人世界の在 り様を前提 として教育が

行わざるを得ないのか もしれない。 しか し、教育者(大 人)は 、万華鏡の世界の危 うさを生き

っっ、万華鏡の世界に導かれるべ く生まれる子どもに対 して、〈約束〉やく信頼〉そ してく生

の意味〉という人間的実存の根本条件を自覚 しながら、眩量をおこすことなく教育の責任を成

し遂げなければならないのである。その意味で、「根本的には、われわれはいつ も、関節が は

ずれているか、関節がはずれそうになっている世界のために教育 しているのである。 これが人

間の根本状況である」というアーレントの表現は、 これからも当を得たものであるだろう。そ

もそもく生の意味〉の問題、そしてそこから必然的に主題 となる、〈超越〉の問題 は、人聞形

成論のアルファでありオメガであるが、 この問題への考察を通 じて〈公〉〈私〉のダイナ ミズ

ムの人間形成論は、どのように再構成されるであろうか。 これが今後の課題である。

1)小 玉重夫著 『教育改革と公共性 ボウルズ=ギ ンタスからハンナ ・アレントへ 』

東京大学出版4頁

2)佐 藤学著 『カリキュラムの批評』世織書房の231頁 を参照されたし。

3)こ の提言は、「学校 も家庭 も地域 も自らの役割と責任を自覚 し、智恵 と力を出 し合 い、

新 しい学び育っ場を作ろう」というスローガンのもと、「学校のス リム化」を中心課題とし、

文部省が統轄する 「学校(基 礎・基本教室)=国 民共通の基礎・基本を習得する場」の周り

に、民聞の教育機関や専門家が参加する 「自由教室=科 学の発展学習、情操教育の場」 と

地域の人々が参加する「体験教室=子 どもたちが自然や他人とぶっかる場」を組織 し、その

三っの「教室」の「ネットワーク」で「学校=合 校」を構成する構想である。

4)佐 藤学 「学校改革はどこまできたか」「世界」岩波書店1996.5,110頁

5)小 玉重夫 前掲書4頁

6)ボ ルノー著 『対話への教育 一 ボルノー講演集 一 』玉川大学出版部1973年243-270

頁

7)同 前、245頁

8)同 前、243頁

9)ボ ルノウと同じようにハイデッガーの現象学的考察方法の影響を受けた和辻哲郎が、主

著 『倫理学』でく公〉〈私〉関係を空間論的 ・間柄論的にとらえている。時代背景や日本

固有の風土 も影響 して、〈公〉〈私〉各領域が、やや実体論的、平面的に捉えられており、
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生 活 圏 の 公 共 的 性 格 の高 ま りが 、 夫 婦 、 家 族 、 親 族 、 地 縁 共 同体 、 経 済 共 同体 、 文 化 共 同

体 、 国 家 の順 で 示 され て い る。 彼 は、 全 体 と個 の関 係 を、 空 の思 想 を背 景 と した相 互 否 定

的 ダ イ ナ ミズ ム にお いて と らえ て い るが 、 結 論 と して個 に対 す る全 体 の優 位 を説 い て い る

点 で 必 ず し もそ の ダ イ ナ ミズ ム は生 か され て お らず 、 しば しば そ の歴 史 性 を指 摘 され批 判

され て き た。 しか し、 日常 性 の さ なか に、 否 定 の運 動(ダ イ ナ ミズ ム)を み て倫 理 を語 る

和 辻 の 思 想 を 現 代 に生 か す 道 が 、 今 日、 倫 理 学 者 た ち に よ って模 索 され て もい る。 和 辻 の

評 価 は、 い ろ い ろ あ る に して も、 少 な くと も理 論 的 装 置 と して の否 定 の ダイ ナ ミズ ム は、

今 日の 状 況 を理 解 す る た め に こそ、 生 か さ れ るべ きだ とさ れ て い るの で あ る。

と こ ろで 、 ボ ル ノ ウ の空 間 論 に は、 そ うい った異 質 空 聞 の相 互 否 定 か ら生 じ る ダイ ナ ミ

ズ ム は見 られ な い。 む しろ、 異 質 な空 聞 の均 衡 が 人 問 的生 の均 衡 と充 実 を もた らす もの だ

と考 え られ て い る。 ボ ル ノ ウが 「体 験 され た 空 間」の現 象 学 的把 握 に お い て、 内部 空 間 と外

部 空 間 に同 心 円的 区 分 を見 出 して い る の は、 数 学 的 ・実 体 論 的 で は な い と は いえ 、 や は り、

家 とそ の 外 を念 頭 にお い た もので あ り、 そ の意 味 で、 空 間 の領 域 性 と連 続 性 を重 視 した把

握 の 仕 方 で あ る。 一 方 、 否 定 の ダ イ ナ ミズ ム は、 そ こに非 連 続 の連 続 の緊 張 を あ た え、 連

続 的 把 握 を突 破 す る可 能 性 を拓 くので あ る。

この 問 題 意 識 は、 「〈 公 〉 〈 私 〉 関係 と超 越」 にっ いて 考 え る際 に重 要 に な る こ とが 予

想 され る。 ボ ル ノ ウ の空 間 論 に は、 「存 在 信 頼」 と い う一 種 の 超 越 観 を 含 ん で お り、 一 方 、

空 の 思 想 を背 景 に した相 互 否 定 の ダ イ ナ ミズ ム は、 そ れ とは全 く異 な る もの で あ る。

10)ハ ンナ ・ア ー レ ン ト 『人 間 の条 件 』1994年 、 志 水 速 雄 訳 、 ち くま学 芸 文 庫75-9頁/

A,rendt,HannaTheHumanCondition,2.ed.1998,(1.ed.1958)TheUniversityof

ChicagoPress,p50-55.(以 下HCと 略記)

11)同 前 、79頁/HC,p.52

12)同 前 、79頁/HC,p.52-53

13)同 前 、75頁/HC,p.50

14)同 前 、65頁/HC,p.41

15)同 前 、75頁/HC,p.50

16)同 前 、291頁(但 し、 『思 考 の フ ロ ンテ ィア 公 共性 』 岩 波 書 店、41頁 よ り斎 藤 純 一 氏 の

訳 を 採 用 して い る。/HC,p.179

17)同 前 、98頁/HC,p.69

18)同 前 、62頁/HC,p.39
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19)同 前 、105頁/HC,p.74

20)同 前 、105頁/HC,p.74

21)同 前 、105頁/HC,p.74

22)ボ ル ノ ー著 『対 話 へ の教 育 ボ ル ノー講 演 集 』249頁

23)同 前249頁

24)も ち ろ ん、 教 育 思 想 史 の観 点 か ら見 れ ば、この捉 え方 は、 す で に ペ ス タ ロ ッ ツ ィー が 「生

活 圏 」の 理 論 の な か で 示 し、 フ レー ベ ル に も受 け継 が れ て い った基 本 的 な 視 座 に 源 流 を 有

して い るだ ろ う。 フ レー ベ ル に よ れ ば、 人 間 と い う もの は、 完 全 に老 化 して しま って い な

い限 り、 遠 い と ころ や未 知 の と ころ へ行 きた い と思 う衝 動 を 持 って い る し、 危 険 の中 で 自

分 の力 を示 そ う とす る欲 求 を持 って い るの で あ る。 子 ど もが 高 い木 に登 っ た り、 誰 も入 っ

た こ との な い洞 窟 を探 検 した が る欲 求 を い か に も って い るか と い う こ と、 そ して それ を押

さ えっ け るの で な く、 不 安 を感 じて い る子 ど もを 励 ま しっ っ 勇 気 付 け る必 要 が あ るこ とを、

彼 は考 え て い た。 そ して後 に、 ボ ル ノ ウ 自身 は、 子 ど もの被 包 感 の重 要 性 を 強 調 す る と共

に、 そ の必 然 的崩 壊 と再 生 の運 動 の 中 で子 ど もの成 長 を 捉 え た の で あ っ た。 ま た ボ ル ノ ウ

と並 び称 され るオ ラ ン ダの教 育 人 聞学 者 ラ ンゲ フ ェル トは、 子 ど もの 人 間 的 成 長 を、 身 体

的 成 長 ⇒ 子 ど もの頼 りな さ⇒ 庇 護 の欲 求 ⇒ 探 検 へ の 衝動 ⇒ … の4っ の要 因 の螺 旋 的発 展 と

して ダイ ナ ミッ クに捉 え、 そ れ を大 人 との交 わ りの 中 で世 界 発 見 と 自己 発 見 を遂 げて 、 世

界 内 で関 係 の網 の 目を広 げ た り組 替 え た り して い くプ ロセ スで あ る、 と理 論 づ け た ので あ

る。

25)同 前252頁

26)オ ッ トー ・フ リー ドリ ッ ヒ ・ボ ル ノ ウ著 、 大 塚 恵 一 ・池 川 健 司 ・中村 浩 平 訳 『人間 と空 間』

1980年 、 せ りか書 房 、289頁/尚 、 原 著 は、OttoFriedrichBollnow,"Menschund

Raum",1963.Stuttgart.

27)同 前 、289頁

28)同 前 、289頁

29)同 前 、289頁

30)同 前 、289頁

31)同 前 、246頁

32)同 前 、246頁

33)同 前 、247頁
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34)同 前 、248頁

35)同 前 、248頁

36)同 前 、248頁

37)同 前 、261頁

この こ と に関 して 、 次 の よ うに ボ ル ノ ウ は述 べ て い る。 「今 日、 公 共 的 な も の と私 的 な

もの との 境 界 が も はや 家 の境 界 と合 致 す る こと な く、公 共性 が現 代 のマ ス ・メ デ ィア によ っ

て 家 の 領 域 に も侵 入 し、 私 的 な領 域 を ます ます む しば も うと して い る の で あ る か ら、 一 時

代 前 にそ うで あ っ た よ り も い っ そ う複 雑 化 して い る。 人 間 が 快 適 な安 楽 椅 子 に もた れ て ラ

ジ オ に耳 を 傾 けた り、 テ レ ビの前 に座 って い た り した と して も、 彼 は本 来 の 自 己 を保 って

い るの で はな く、 外 部 か ら くる影 響 に身 を委 ね て い る ので あ る。 … 匿 名 的 な 力 は 、 こ の

よ う に して 家 の最 も内 な る部 分 に侵 入 し、 人 間 を絶 えず あ らか じめ定 あ られ た意 見 の圧 迫

の下 に押 さえ っ けて い るの だ。 … も ち ろん 我 々 は、 ラ ジ オ や テ レ ビ を こ の世 か ら撤 廃 す

る こ と はで きな い し、 また撤 廃 しよ う と望 ん で い るわ けで もな い。 … マ ス ・メ デ ィア

の手 段 を正 し く扱 い、 適 当 な方 法 で そ れ ら と と も に生 活 す る こ とが 、 それ だ け い っ そ う大

切 な の で あ る。」

38)同 前 、262頁

39)同 前 、264-265頁

40)同 前 、262頁

41)同 前 、262頁

42)同 前 、264頁

43)ハ ンナ ・ア ー レ ン ト著 、 弘 田 隆 也 ・斎 藤 純 一 訳 『過 去 と未 来 の聞 』2000年 、 み す ず書 房、

234頁/な お 、 原 著 は、Arendt,Hannah,"BetweenPastandFuture"1968,New

York

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

同 前 、249頁

同 前 、249頁

同 前 、249頁

同 前 、249頁

同 前 、250頁

同前 、250頁

同前 、251頁
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51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

$0)

第13巻 第1号

同 前 、254頁

同 前 、254頁

同前 、254頁

同前 、254頁

同前 、256頁

同前 、255頁

同前 、254頁

同前 、255頁

同前 、255頁

同前 、256頁

同前 、256頁

同前 、256頁

同前 、258頁

同前 、260頁

同前 、259頁

同前 、259頁

同前 、237頁

同前 、239頁

同前 、243頁

同前 、244頁

同前 、245頁

同前 、245頁

同前 、245頁

同前 、248頁

同前 、248頁

同前 、242-243頁

同前 、262頁

同前 、263頁

同前 、263頁

同前 、263頁

(2001・9)
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.亀慧躍

81)

82)

83)

〈公〉〈私〉の ダイナ ミズムに関す る人間形成論へ の序説

同前 、263頁

同前 、264頁

次 の もの を 参 照 され た い 。O.F.ボ ル ノ ー著 、 森 田 孝 ・大 塚 恵 一 訳 編 『問 い へ の 教 育 』

(増 補 版)川 島書 店1988年 、207-227頁
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